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保護者の皆様 

 

府中町教育委員会 

教育長 新田 憲章   

府中緑ヶ丘中学校 

校 長  東 秀 樹 

 

学校現場における業務改善の取組について 

 

  日頃から、府中町教育の推進にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

府中町では、学校における「働き方改革」の一環として、教職員が児童・生徒と向き

合う時間や授業研究の時間を確保し、教育の質の向上を図れるよう「学校現場における

業務改善」に取り組んでいます。 

学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中で、

教職員一人一人が心身ともに健康で、やりがいをもって職務に従事できる環境を整備す

ることが喫緊の課題となっています。学校現場のこのような状況を真摯に受け止め、教

育委員会と学校とが連携を十分に図りながら今後も業務改善の取組を進めていく方針で

す。 

文部科学省、広島県教育委員会の指導の下、裏面のような取組を実施継続しておりま

すので、保護者の皆様には本取組の趣旨をご理解のうえ、今後の取組の推進について何

卒ご協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【府中町における教職員の勤務実態】（令和３年度） 

 ○１か月の時間外勤務（文部科学省から４５時間を超えないように指導されています。） 

※ １０月 全職種の１人あたりの平均 

  府中町立小学校 ４７時間１８分       府中町立中学校 ６４時間２７分 

 

 ○１か月の時間外勤務が４５時間を超える教職員の割合 

 府中町立小学校 ４２．７％         府中町立中学校 ５３．８％ 



府中町での取組 
 

１．夜間及び休日等の電話対応を学校管理人（府中町シルバー人材センター会員）に移行しています。 

 (1) 平日（夜間） 

    学校管理人による対応時間      

小学校《１８：３０～２２：００》 中学校《１９：００～２２：００》 

    ※ 上記対応時間前であっても、教職員の勤務時間終了後は、学校管理人が対応す

る場合がありますので、ご了承ください。 

 (2) 週休日（土・日）及び休日(祝日)等 

  ① 原則、学校管理人が対応します。   小中学校《  ７：００～２２：００》 

  ② 学校行事等で開校日とした日     

小学校《１８：３０～２２：００》 中学校《１９：００～２２：００》 

 (3) 緊急対応が必要な場合 

   緊急に連絡をする必要がある旨を学校管理人にお伝えください。学校管理人が用件を 

  承り、状況に応じて学校管理職へ連絡します。なお、校内の巡回中は、電話に出られな 

  い場合もありますので、その際は、少し時間を開けて再度ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

２．夏季一斉閉庁を実施します。 

 (1) 日程 令和４年８月 11日（木）～８月 16日（火）【６日間】 

(2) 目的 児童生徒及び教職員の心身の健康の増進 

     ・熱中症予防など児童生徒の健康管理 

     ・家族と過ごす時間の確保 

     ・教職員の休暇等の取得促進 

   ※ この期間は、原則として児童生徒を登校させず、部活動等も実施しません。 

 

 

３．府中町立中学校において部活動休養日を設定します。 

  ・ 原則として、１週間のうち１日は、教職員の特定退校日等と併せて平日に設定します。 

 ・ 原則として、土曜日又は日曜日のいずれかを休養日として設定します。 

 ・ 大会等のために、設定した休養日に活動する場合は、代替日の確保に努めます。 

（参考）教職員の勤務時間 

   府中小、府中東小、府中中、府中緑ヶ丘中  《８：１０～１６：４０》 

   府中南小、府中中央小、府中北小      《８：１５～１６：４５》 


